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いきなりおわび

• 今年度再開された関係者フォーラムは，これまでに３回の会
合を持ったが，現時点で公表できる了解事項はない。

• というわけで，本日の話は再び（三度？），教育機関，特に高
等教育機関が何をすべきかという話に終始せざるを得ない。



「2040年の高等教育のグランドデザイ
ン」
• 2040年に必要とされる人材

• 予測不可能な時代を生きる２１世紀型市民

• 普遍的な知識・理解と汎用的技能を文理横断的に身につけ
ている人材

• AIには果たせない真に人が果たすべき役割を十分に考え，
実行できる人材

• 基礎的で普遍的な知識・理解と汎用的な技能を持ち，その
知識や技能を活用でき，ジレンマを克服することも含めたコ
ミュニケーション能力を持ち，自律的に責任ある行動をとれ
る人材



「2040年の高等教育のグランドデザイ
ン」
• 高等教育が目指すべき姿

• 「個々人の可能性を最大限に伸長する教育」へ転換

• 「何を教えたか」から「何を学び，身につけることができたのか」への転
換（個々の教員の教育手法や研究を中心にシステムが構築されるので
はなく，学修者の「主体的な学び」の質を高めるシステムへ）

• 学修者自らが学んで身につけたことを社会に対して説明し，納得が得ら
れる体系的な内容となるようにする

• 学生が教員の時間と場所の制約を受けにくい教育研究環境へのニー
ズに対応するとともに，生涯学び続ける力や主体性を涵養するため，少
人数のアクティブ・ラーニングやICTを活用した新たな手法の導入が必
要

• 個々人の学修の達成状況がより可視化されることが必要

• 生涯学び続ける体系への移行が進み，リカレント教育の仕組みがより
重要に（多様で柔軟な仕組みと流動性を高める方策が必要）



量から質への転換

質保証

教育成果



2018年5月の著作権法の改正

• デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限
規定の整備 【30条の4，47条の4，47条の5等関係】

• 教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備【35条等関
係】

• 障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整
備【37条関係】

• アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等
【第31条，第47条，第67条等関係】

• 国会図書館による外国の図書館への絶版等資料の送付を許諾無く行
えるようにする。
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新35条
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除
く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は，その授業の過程におけ

る利用に供することを目的とする場合には，その必要と認められる限度において，
公表された著作物を複製し，若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては，
送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い，又は公表された著作物

であって公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。た
だし，当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製，公衆
送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は，
この限りでない。

2 前項の規定により公衆送信を行う場合には，同項の教育機関を設置する者は，
相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

3 前項の規定は，公表された著作物について，第一項の教育機関における授業

の過程において，当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品
若しくは複製物を提供し，若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三
十八条第一項の規定により上演し，演奏し，上映し，若しくは口述して利用する
場合において，当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時
に受ける者に対して公衆送信を行うときには，適用しない 。
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その他関係条文と政令，省令

• 104条：授業目的公衆送信補償金を受ける権利の行使につい
て
• 補償金の額については文化庁長官の認可が必要，など

• 施行は，2019年1月1日。ただし35条については公布の日か
ら起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日（タ
イムリミットは2021年5月）
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複製

そ 他 公衆送信全て

（著作権法第35条第1項）

権利制限なし（許諾を得て利用）

対面授業で使用する資料
として印刷・配布

対面授業 予習・復習用資料をメールで送信

オンデマンド授業で講義映像や資料を送信

今回 改正範囲

同時中継

対面授業で使用した資料や講義映像を
遠隔合同授業（同時中継）で他 会場に送信

（著作権法第35条第2項）

遠隔合同授業
ため 公衆送信

遠隔地 会場
同時中継

スタジオ型 リアルタイム配信授業

権利制限あり（無許諾・無償）

権利制限あり（無許諾・無償）

遠隔地 会場

Ⅱ．教育 情報化に対応した権利制限規定等 整備【第35条等関係】

○平成２６年度 文化審議会著作権分科会で 議論を受け、調査研究を実施（外国調査等）。
○平成２７～２８年度 権利者・教育関係者間 意見を聴取しつつ、審議。
○平成２９年４月 「文化審議会著作権分科会報告書」をとりまとめ。

問題 所在

現行著作権法における学校等 授業 過程における著作物利用取扱い
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検討 経緯

○教育機関 授業 過程における著作物利用、①対面授業 ために複製することや、②対面授業で複製等したも を同時中継 遠隔合同
授業 ために公衆送信すること 、著作権 権利制限規定（第３５条）により、無許諾で可能。

○そ 他 公衆送信 権利者 許諾が必要となっており、教育関係者から、権利処理煩雑さなどから、学校等におけるICTを活用した教育に
おいて教育上必要な著作物が円滑に利用できていないとして、著作権制度等 見直しを求める声があった。
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出典：文化庁
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_02.pdf



10

出典：文化庁
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_02.pdf



現在

各権利者に対し
て捜索・連絡
許諾 申請
金額 交渉

使用料 支払

集中管理団体

・権利者から許諾を断られる
・権利者 連絡先が不明
・集中管理されていない権利者が多い
・手続きが煩雑で授業に間に合わない

例え 年1回 支払い
生徒一人当たり○円

（包括制）

学校A

権利者

権利者

補償金徴収
分配団体

（文化庁長官が指定）
（ワンストップ）

補償金 支払い

権利者

著作物毎に、利用都度許諾を得ることと
対価を支払うことが必要

学校A

改正後

権利制限により、ワンストップ 窓口に
一定 補償金を支払え 著作物を適法に利用可能

・権利者に相談なく自由に利用可能
・簡便な手続き
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学校等 授業 過程で著作物公衆送信を行う際 著作権処理取扱い（※）

今般 改正による学校等における著作物公衆送信 円滑化 イメージ

※現在権利制限 対象 も を除
く。

※補償金額について 、補償金徴収分配団体が
教育関係者から 意見聴取を経て申請し、文化庁
長官が文化審議会に諮った上で認可する。
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出典：文化庁
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_02.pdf
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指定管理団体

教育機関 設置者

権利者

集中管理団体

権利者 権利者 権利者

①教育機関側団体から意見聴取
教育機関 設置者 代表団体

教育機関 設置者 教育機関 設置者

文化庁長官が指定

教育機関 設置者
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権
利
者
側

利
用
者
側

集中管理団体

権利者 権利者 権利者

文化庁

文化審議会

文化庁長官

③文化審議会へ諮問

支払義務者

（以下 要素に照らして適正な額と認める場合に認可）
○３５条 趣旨（非営利教育機関における著作物利用円滑化）

○公衆送信 通常 使用料 額
○そ 他 事情

補償金額 決定手続 イメージ

出典：文化庁
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_02.pdf
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出典：文化庁
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_02.pdf



制度的整備

• 補償金徴収分配団体（補償金の支払いに関するワンストップ
窓口）が発足，文化庁により指定
• SARTRAS（一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会）

• この団体は，「共通目的事業」を行うことになっている。
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法改正後の状況（2018年度）

• 教育利用に関する著作権等管理協議会と教育関係団体とで
意見交換のための関係者フォーラムを開催
• 総合フォーラム（３回）

• 専門フォーラム（補償金（４回），普及啓発（３回），ガイドライン（３回），権
利制限を補完するライセンス（３回））

• なお，補償金については，意見交換，協議ではなくお互いの主張を言い合う
のみ

• 開催期間：2018年11月27日から2019年3月14日
• 参加した教育関係団体（高等教育関係）

• 国立大学協会，公立大学協会，日本私立大学団体連合会，公立短期大学
協会，国立高等専門学校機構，日本私立高等専門学校協会
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高等教育機関側はフォーラムの中でどのようなことを伝え
てきたか。

• 「著作物の新しい利用環境における望ましい原則と指針望ま
しい原則と指針」
• 基本的な考え方

• 枠組み（権利制限とライセンス）

• 補償金についての要望

• 「授業」「授業を担任する者」「授業を受ける者」の範囲（要望）

• 「改正後の第35条の適用・非適用行為の典型例(イメージ)」
• 「授業目的公衆送信補償金（案）に対する意見」
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左記以外の
公衆送信

資料作成：大和淳氏

A

B C



2018年度のフォーラムの結果

• 枠組みとしては，「補償金による権利制限＋包括的ライセン
ス」が基本であることには全体として合意されている。

• 一部の権利者側は教育機関側に一定の配慮をした権利制限
の範囲（前ページの図におけるBの内容）を示しているが，全
てにおいて意見の一致をみているわけではなかった。

• ライセンス（前ページの図におけるCの一部を対象)の中身に
ついての議論はなされなかった。

• フォーラムの形を変えて引き続き協議することになった。
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2019年度の検討状況

• 教育利用に関する著作権等管理協議会と教育関係団体とで
意見交換のための関係者フォーラムを継続して開催
• ６月7日，８月8日，10月29日に開催

• 参加メンバーは一部追加

• 「教育機関」「授業」「教育を担任する者」「授業を受ける者」など35条の
中核をなす言葉の定義的整理が進行中

• 「著作権者の利益を不当に害する」に相当する利用範囲についての意
見交換を開始
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今回の法改正の趣旨についての基本的考え方

• 目的：教育学習の質の向上

• ICTを活用した反転授業など，新しい教育方法などが導入さ
れる中で多様な著作物の利用を促進することが必要

• そのためにも教員が著作物の利用において萎縮しないよう
な環境整備が必要

• 高等教育においてはそもそも単位制の下で授業時間と同じ
長さの事前学習，事後学習が必要とされている→これらの

プロセス全てを「授業」として扱い，可能な限り学生の学習
行動を広くカバーする制度を作ることが必要
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教育機関としての今後の対応

• SARTRAS（一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理
協会，文化庁指定の補償金徴収分配団体）によるWebによる

意向（ニーズ）調査が終了し，さらに意見聴取が行われること
になっている。

• 大学によって状況は異なるはずなので，なるべく多様な意見を出すこと
が重要。

• ただ単に「補償金の額が高い・安い」を言うのではなく，具体的な理由を
示しながら，妥当性の欠如や導入時の軽減措置などを主張することが
重要。
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高等教育機関が著作物の利用促進，環境整備に向けて
考えないといけないこと

• 日本の高等教育機関は，この補償金に見合うだけの著作物
を利用して教材を作成し，質の高い教育を本当に行なってい
るのか？
• 反転授業などは掛け声倒れ，あるいは形式的になっていないか？

• 単なるルールの周知ではなく，著作権を適切に利活用することを普及啓
発する必要があるのではないか。

• オープンアクセスを本当に進めているか？
• オープンアクセスのコンテンツの利用に対しては補償金を払う必要はな
い（はず）。

• 大学発のコンテンツにはCC-BY-NC（クリエイティブコモンズライセンス）
などの利用条件の表示を。

• 大学の教員は著作権者でもあることを意識しているか？
• 不用意に権利譲渡していないか？

• この問題については事務的には学内では誰が担当するの
か？
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